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後
期
高
齢
者
医
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制
度 

保
険

料
・
被
保
険
者
証
に
つ
い
て

被
保
険
者
証
の
更
新

　
現
在
75
歳
以
上
の
人
に
交
付
し
て
い

る
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日（
土
）で
す
。
７
月

中
旬
に
新
し
い
被
保
険
者
証
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
８
月
以
降
に
医
療
機
関
な

ど
で
受
診
す
る
と
き
は
、
新
し
い
被
保

険
者
証
を
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。

医
療
機
関
な
ど
で
の
窓
口
自
己
負
担

　
医
療
機
関
な
ど
を
受
診
す
る
と
き
に

窓
口
で
１
割
、
ま
た
は
３
割
の
自
己
負

担
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
一

部
負
担
金
の
割
合
は
前
年
の
所
得
な
ど

に
よ
り
毎
年
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
新
し
い
被
保
険
者
証

で
負
担
割
合
が
変
更
さ
れ
て
い
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法

　
保
険
料
は
年
金
か
ら
の
天
引
き
と
な

り
ま
す（
特
別
徴
収
）。
た
だ
し
、
特
別

徴
収
の
事
由
に
該
当
し
な
い
人
や
年
度

の
途
中
で
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
た
人
、
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
し

※保険料は年度（4 月から 3 月までの 12 カ月）で計算し、
年度の途中で加入した場合は加入月から計算します。なお、
1 人当たりの保険料は、100 円未満を切り捨てます。
※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額
などから基礎控除額（合計所得金額が 2400 万円以下の場合
は 43 万円）を控除した額です。

＋ ＝
１人当たりの
年間保険料額

（限度額 64 万円）

均等割額
（4 万 6600

円）

所得割額（賦課の 
もととなる所得金額）

×
所得割率

（9.17％）

対象者の所得要件 ( 世帯主およびその世帯の被保険対象者の所得要件 ( 世帯主およびその世帯の被保険
者の総所得金額などの合計が下記の金額以下の世帯)者の総所得金額などの合計が下記の金額以下の世帯)

均等割の軽減割合
R ２年度 R ３年度

43 万円＋（給与所得者などの数－１）× 10 万円 所得要件に応じて７
割、または 7.75 割 ７割

43 万円＋（給与所得者などの数－１）× 10 万円 
＋ 28.5 万円×（被保険者数） ５割 ５割

43 万円＋（給与所得者などの数－１）× 10 万円 
＋ 52 万円×（被保険者数） ２割 ２割

均
等
割
額
軽
減
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
世
帯
の
所
得
状
況
に
応
じ
て
均
等
割

額
が
軽
減
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
世
代
間

の
公
平
性
の
観
点
か
ら
令
和
元
年
度
か

ら
段
階
的
に
見
直
さ
れ
て
お
り
、
令
和

３
年
度
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

自
己
負
担
の
割
合
に
つ
い
て

　
医
療
機
関
な
ど
で
支
払
う
一
部
負
担

金
の
割
合
は
、
左
表
の
所
得
区
分
に
応

じ
て
決
ま
り
ま
す
。

問
介
護
医
療
連
携
課
☎
21
‐
０
２
５
８

※「給与所得者など」とは、一定の給与所得者と公的年金などの所得がある人です。

75
歳
以
上
の
人
へ

た
人
は
、
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
付

と
な
り
ま
す（
普
通
徴
収
）。

保
険
料
の
決
ま
り
方

　
負
担
す
る
保
険
料
は
、
被
保
険
者
全

員
が
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」
と
、
被

保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
と
な
り
、
次

の
計
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
ま
す
。

　
均
等
割
額
な
ど
は
２
年
ご
と
に
見
直

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
均
等
割
額
・
所
得

割
率
と
も
に
平
成
30
年
度
・
令
和
元
年

度
か
ら
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

所得区分 判定基準 負担割合

現役並み 
所得者

住民税の課税所得額 ( 各種控除後 ) が 145 万円以上ある人や、
その被保険者と同じ世帯にいる被保険者 ３割

一般 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人

１割
低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の人 ( 低所得者Ⅰ以外の人 )

低所得者Ⅰ
世帯の全員が非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除 ( 年
金の所得は控除額を 80 万円として計算 ) を差し引いたときに
０円となる人および老齢福祉年金受給者

高梁市の市外局番は「0866」です9 Ｒ3 (2021) ７月
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